
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年４月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１８８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年９月３日 １１時２９分ごろ 

発生場所 大分県津久見市観音埼沖 津久見白石灯標から真方位１６７°１,５００

ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.７′ 東経１３１°５６.６′） 

事故等調査の経過  平成２２年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第七 兵 殖
ひょうしょく

、１９トン 

 ＯＴ２－３６３５（漁船登録番号）、株式会社兵殖 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに亀裂、プロペラ軸及びプロペラ曲損、機関濡損等 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.７７ｍ、船尾約２.２５ｍ

の喫水で津久見湾内の養殖場を給餌のため移動中、前方の小型漁船を避け

ようとしていつもより陸岸寄りを航行していたところ、平成２２年９月３

日１１時２９分ごろ、観音埼東方の平瀬に乗り揚げた。 

 その後、本船は、僚船の救援を得て津久見港に帰港した。 

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、津久見湾観音埼沖を航行中、前方の小型

漁船を避航しようとして陸岸寄りを航行し、平瀬に

乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、観音埼東方沖に浅瀬があることを知って

いたが、前方の小型漁船を避けることに気をとら

れ、平瀬に向首していることに気付かなかったもの

と考えられる。 

船長は、日頃、陸岸付近を航行する際、海面の色

や陸岸との距離を目測することによって浅瀬を回

避していたものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が、津久見湾観音埼沖を航行中、船長が、前方の小型船

を避航することに気を取られていたため、陸岸寄りを航行し、平瀬に向首

していることに気付かず、平瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

 




